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はじめに 

○ 平成 30年度介護報酬改定等の内容は、今後、厚生労働省より省令・告示・通知等で正式に

示されることになります。本日は、その概要（案）を説明します。詳細については、省令・

告示・通知等を御参照ください。 

○ 資料は、平成３０年１月２６日に開催された「第１５８回 社会保障審議会給付費分科会」

の資料のうち各サービスに関係するページを抜粋しています（平成３０年３月６日に開催さ

れた「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」資料と同様の内容であると確認済み。）。 

○ 正式な省令・告示・通知等は、厚生労働省の通知発出後に以下のホームページに掲載予定で

す。また、新たにＱ＆Ａ等が発出された場合も、同じく掲載予定ですので、随時、更新内容

の確認をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県ＨＰ※＞健康・福祉＞介護＞介護サービス事業所＞報酬改定 

※熊本県ＨＰ http://www.pref.kumamoto.jp/ 

 

熊本市ＨＰ※＞分類から探す＞しごと・産業・事業者向け＞届出・証明・法令・規制 

＞介護・福祉＞介護報酬改定 

※熊本市ＨＰ http://www.city.kumamoto.jp/ 

平成３０年度介護報酬改定等説明会資料 

【（介護予防）小規模多機能型居宅介護】 

 

平成３０年３月 

熊本県健康福祉部長寿社会局認知症対策・地域ケア推進課  

熊本市健康福祉局福祉部高齢介護福祉課 

 

 



 
 

 

 

１ 平成３０年度介護報酬改定の概要(案)                    
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２ 介護報酬算定に係る概要                                             

 

生活機能向上連携加算（新設） 

自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、新たに生活機能向上連携加算

を創設する。 

 

加算名 単位数 

生活機能向上連携加算(Ⅰ) １００単位／月 

生活機能向上連携加算(Ⅱ) ２００単位／月 

 

 

  ※算定要件等 

○生活機能向上連携加算(Ⅰ) 

 訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハ

ビリテーションを実施している医療提供施設（原則として許可病床数２００床未満のもの

に限る。）の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言（アセスメント・カン

ファレンス）を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、介護支援専門員が

生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成（変更）すること。 

 当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、通所リハビリテーション等のサービ

ス提供の場において、又はＩＣＴを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、

助言を行うこと定期的に行うこと。 

○生活機能向上連携加算(Ⅱ) 

 訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハ

ビリテーションを実施している医療提供施設（原則として許可病床数２００床未満のもの

に限る。）の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が利用者宅を訪問し身体状況等の

評価（生活機能アセスメント）を共同して行うこと。 

 介護支援専門員が生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成するこ

と。 
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若年性認知症利用者受入加算（新設） 

どのサービスでも認知症の方に適切なサービスが提供されるように、現在、通所介

護や認知症対応型共同生活介護に設けられている若年性認知症利用者受入加算につ

いて、小規模多機能型居宅介護にも創設する。 

 

○小規模多機能型居宅介護 

加算名 単位数 

若年性認知症利用者受入加算 ８００単位／月 

○介護予防小規模多機能型居宅介護 

加算名 単位数 

若年性認知症利用者受入加算 ４５０単位／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄養スクリーニング加算（新設） 

管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援

専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の評価を創設する。 

 

加算名 単位数 

栄養スクリーニング加算 ５単位／回 ※６月に１回を限度 

 

 

 

 

 

 

 

※算定要件等 

 ○受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。 

※算定要件等 

○ サービス利用者に対し、利用開始時及び利用中６か月ごとに栄養状態について確認を行い、

当該利用者の栄養状態に係る情報（医師・歯科医師・管理栄養士等への相談提言を含む。）を

介護支援専門員に文書で共有した場合に算定する。 
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介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、要件の一部を満たさない

事業者に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区分であることや、当

該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、これを廃止することとする。

その際、一定の経過措置期間を設けることとする。 

※詳細は、共通編で説明 

 

 

 

 

 

介護職員処遇改善加算（見直し） 

※４月の報酬算定に係る届出の提出期限：平成３０年４月１日（当日消印有効） 
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４　小規模多機能型居宅介護費

注 注

登録者数が登
録定員を超え
る場合

従業者の員数
が基準に満た
ない場合

過少サービス
に対する減算

中山間地域
等に居住する
者へのサービ
ス提供加算

要介護１ （ １０，３２０ 単位）

要介護２ （ １５，１６７ 単位）

要介護３ （ ２２，０６２ 単位）

要介護４ （ ２４，３５０ 単位）

要介護５ （ ２６，８４９ 単位）

要介護１ （ ９，２９８ 単位）

要介護２ （ １３，６６５ 単位）

要介護３ （ １９，８７８ 単位）

要介護４ （ ２１，９３９ 単位）

要介護５ （ ２４，１９１ 単位）

要介護１ （ ５６５ 単位）

要介護２ （ ６３２ 単位）

要介護３ （ ７００ 単位）

要介護４ （ ７６７ 単位）

要介護５ （ ８３２ 単位）

　：　「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「訪問体制強化加算」、「総合マネジメント体制強化加算」、
      「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

基本部分

注

又
は

イ　小規模多機能型居宅
　　介護費
　　(1月につき）

（１）　同一建物に居住する者以外の者に
　　　対して行う場合

×７０／１００ ×７０／１００

×７０／１００ ＋５／１００

（２）　同一建物に居住する者に対して
　　　行う場合

ロ　短期利用居宅介護費(1日につき）

ハ　初期加算
　（イを算定する場合のみ算定）　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

二　認知症加算
　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　認知症加算（Ⅰ）
　　　　　                    （１月につき　８００単位を加算）

（２）　認知症加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　  （１月につき　５００単位を加算）

　　（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　６４０単位を加算）

　　（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　５００単位を加算）

ホ　若年性認知症利用者受入加算
　（イを算定する場合のみ算定）　　　　　　　　　　　　       　　（1月につき　８００単位を加算）

ヘ　看護職員配置加算
　（イを算定する場合のみ算定）

（1）　看護職員配置加算（Ⅰ）
　　　　     　　　　　　　　（1月につき　９００単位を加算）

（２）　看護職員配置加算（Ⅱ）
　　　　     　　　　　　　　（1月につき　７００単位を加算）

（３）　看護職員配置加算（Ⅲ）
　　　　     　　　　　　　　（1月につき　４８０単位を加算）

ト　看取り連携体制加算
　（イを算定する場合のみ算定）    　　　　　　　　　　　　　　　        （１日につき　６４単位を加算）

チ　訪問体制強化加算
　（イを算定する場合のみ算定）     　　　　　　　　　　　　　　　      （１月につき　１，０００単位を加算）

リ　総合マネジメント体制強化加算
　（イを算定する場合のみ算定）　          　　　　　　　            　   （１月につき　１，０００単位を加算）

ヌ　生活機能向上連携加算

（１）生活機能向上連携加算（Ⅰ）
　　（１月につき　＋１００単位）

（２）生活機能向上連携加算（Ⅱ）
　　（１月につき　＋２００単位）

ル　栄養スクリーニング加算
　　（イを算定する場合のみ算定）　　　　　　　　　　　（1回につき　５単位を加算（６月に１回を限度））

　　（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
     　　　　　　　　　　　　　　　 （１日につき　２１単位を加算）

　　（四）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
     　　　　　　　　　　　　　　　 （１日につき　１２単位を加算）

（１）　イを算定している場合

　　（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　３５０単位を加算）

　　（四）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　３５０単位を加算）

（２）　ロを算定している場合

ワ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１０２／１０００）

　　（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
     　　　　　　　　　　　　　　　 （１日につき　１６単位を加算）

　　（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
     　　　　　　　　　　　　　　　 （１日につき　１２単位を加算）

注
所定単位は、イからヲまでにより算定し
た単位数の合計

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×７４／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×４１／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋（３）の９０／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋（３）の８０／１００）

ヲ　サービス提供体制強化
　　加算

地域　58

c0166181
長方形

c0166181
3　算定構造

c0087305
テキストボックス
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２　介護予防小規模多機能型居宅介護費

注 注

登録者数が登
録定員を超える
場合

従業者の員数
が基準に満た
ない場合

過少サービスに
対する減算

中山間地域
等に居住す
る者へのサー
ビス提供加
算

要支援１ （ ３，４０３ 単位）

要支援２ （ ６，８７７ 単位）

要支援１ （ ３，０６６ 単位）

要支援２ （ ６，１９６ 単位）

要支援１ （ ４１９ 単位）

要支援２ （ ５２４ 単位）

　：　「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「総合マネジメント体制強化加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

基本部分

注

又
は

イ　介護予防小規模多機能型居宅
　　介護費(1月につき）

（１）　同一建物に居住する者以外の者に対して
　　　行う場合

×７０／１００ ×７０／１００

×７０／１００ ＋５／１００

（２）　同一建物に居住する者に対して行う場合

ロ　介護予防短期利用居宅介護費(1日につき）

ハ　初期加算
　（イを算定する場合のみ算定）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（1日につき　３０単位を加算）

ニ　若年性認知症利用者受入加算
　（イを算定する場合のみ算定）　　　　　　　　　　　　                           　　（1月につき　４５０単位を加算）

ホ　総合マネジメント体制強化加算
　（イを算定する場合のみ算定）                   　　　　　　　　　　　　　      　  （１月につき　１，０００単位を加算）

ヘ　生活機能向上連携加算

（１）生活機能向上連携加算（Ⅰ）
　　（１月につき　＋１００単位）

（２）生活機能向上連携加算（Ⅱ）
　　（１月につき　＋２００単位）

ト　栄養スクリーニング加算
　（イを算定する場合のみ算定）　　　　　　　　　　　　                     （１回につき　５単位を加算（６月に１回を限度））

チ　サービス提供体制強化加算

（１）　イを算定している場合

　　（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
     　　　　　　　　　　　　　　　 （１月につき　６４０単位を加算）

　　（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
     　　　　　　　　　　　　　　　 （１月につき　５００単位を加算）

　　（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
     　　　　　　　　　　　　　　　 （１月につき　３５０単位を加算）

　　（四）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
     　　　　　　　　　　　　　　　 （１月につき　３５０単位を加算）

（２）　ロを算定している場合

　　（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
     　　　　　　　　　　　　　　　 （１日につき　２１単位を加算）

　　（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
     　　　　　　　　　　　　　　　 （１日につき　１６単位を加算）

　　（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
     　　　　　　　　　　　　　　　 （１日につき　１２単位を加算）

　　（四）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
     　　　　　　　　　　　　　　　 （１日につき　１２単位を加算）

リ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１０２／１０００）

注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×７４／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×４１／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋（３）の９０／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋（３）の８０／１００）

地域　119

c0166181
長方形

c0087305
テキストボックス
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５ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(案)                   

 

  （
別

紙
１

－
３

）

事
 業

 所
 番

 号

施
設

等
の

区
分

人
員

配
置

区
分

地
域

区
分

職
員

の
欠

員
に

よ
る

減
算

の
状

況
１

　
な

し
　

２
　

看
護

職
員

　
３

　
介

護
職

員
１

　
な

し
　

２
　

あ
り

若
年

性
認

知
症

利
用

者
受

入
加

算
１

　
な

し
　

２
　

あ
り

看
護

職
員

配
置

加
算

１
　

な
し

　
２

　
加

算
Ⅰ

　
３

　
加

算
Ⅱ

　
４

　
加

算
Ⅲ

看
取

り
連

携
体

制
加

算
１

　
な

し
　

２
　

あ
り

訪
問

体
制

強
化

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

総
合

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

体
制

強
化

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

１
　

な
し

　
５

　
加

算
Ⅰ

イ
　

２
　

加
算

Ⅰ
ロ

　
３

　
加

算
Ⅱ

　
４

　
加

算
Ⅲ

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

職
員

の
欠

員
に

よ
る

減
算

の
状

況
１

　
な

し
　

２
　

あ
り

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

１
　

な
し

　
５

　
加

算
Ⅰ

イ
　

２
　

加
算

Ⅰ
ロ

　
３

　
加

算
Ⅱ

　
４

　
加

算
Ⅲ

介
護

職
員

処
遇

改
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